
指定法人「容リ協」とは
〈第７回〉　

適
正
か
つ
確
実
に

再
商
品
化
を
実
施

た
だ
乗
り
防
止
へ

啓
発
活
動
も
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容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

（
容
リ
法
）
で
は
、
再
商
品

化
義
務
を
果
た
す
た
め
の
方

法
と
し
て
三
つ
の
方
法
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
つ
の

う
ち
、
独
自
ル
ー
ト
、
自
主

回
収
ル
ー
ト
を
取
る
た
め
に

は
、
国
の
認
定
を
必
要
と
し

ま
す
が
、
認
定
を
受
け
て
い

る
特
定
事
業
者
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、

・
９
％
超
が
指
定

法
人
を
利
用
し
て
再
商
品
化

義
務
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
今
号
で
は
、
容
リ
法
に
お

け
る
指
定
法
人
と
は
ど
の
よ

う
な
法
人
か
、
と
り
わ
け

「
日
本
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク

ル
協
会
（
容
リ
協
）
」
と
は

ど
の
よ
う
な
組
織
な
の
か
解

説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
容
リ
法
に
お
け
る
指
定
法

人
と
は
、
再
商
品
化
業
務
を

適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
国
に
認
め
ら

れ
、
主
務
大
臣
に
よ
っ
て
指

定
さ
れ
た
社
団
法
人
ま
た
は

財
団
法
人
を
い
い
ま
す
（
容

リ
法
第

条
）
。
現
在
、
日

本
国
内
で
こ
の
指
定
を
受

け
、
指
定
法
人
と
し
て
活
動

し
て
い
る
の
は
「
容
リ
協
」

の
み
で
あ
り
、
国
の
指
導
・

監
督
の
下
、
公
益
財
団
法
人

と
し
て
再
商
品
化
業
務
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
容
リ
協
は
、
日
本
商
工
会

議
所
や
業
界
団
体
が
主
体
と

な
り
設
立
準
備
が
進
め
ら

れ
、
１
９
９
６
（
平
成
８
）

年
に
設
立
、
同
年
に
国
か
ら

「
指
定
法
人
」
の
認
可
を
取

得
し
ま
し
た
。
主
た
る
業
務

は
、
特
定
事
業
者
か
ら
の
再

商
品
化
業
務
の
受
託
、
市
町

村
か
ら
の
分
別
基
準
適
合
物

お
よ
び
分
別
収
集
物
の
引
き

取
り
、
再
商
品
化
事
業
者
へ

の
再
商
品
化
業
務
の
委
託
と

な
り
ま
す
。

　
容
リ
法
の
目
的
の
下
、
再

商
品
化
業
務
は
公
益
事
業
と

し
て
の
社
会
貢
献
性
が
高

く
、
適
正
と
確
実
性
が
強
く

求
め
ら
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、

容
リ
協
で
は
、
国
の
認
可
を

受
け
た
再
商
品
化
業
務
規
程

に
基
づ
き
、
競
争
入
札
に
よ

り
再
商
品
化
事
業
者
を
選
定

す
る
方
法
に
よ
り
、
適
正
、

確
実
性
に
公
平
性
を
加
え
、

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
制
度

（
容
リ
制
度
）
の
適
正
な
運

用
と
維
持
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
ま
た
、
容
リ
協
で
は
再
商

品
化
業
務
の
ほ
か
、
再
商
品

化
に
関
す
る
普
及
・
啓
発
、

情
報
の
収
集
お
よ
び
提
供
な

ら
び
に
内
外
関
係
機
関
な
ど

と
の
交
流
・
協
力
も
積
極
的

に
行
っ
て
い
ま
す
。
Ｘ（
旧

ツ
イ
ッ
タ
ー
）、Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ

ｏ
ｏ
ｋ
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

を
利
用
し
た
情
報
発
信
を
は

じ
め
、
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

で
開
催
さ
れ
る
エ
コ
プ
ロ

（
日
本
最
大
級
の
環
境
展
示

会
）
な
ど
に
出
展
し
、
容
リ

制
度
を
分
か
り
や
す
く
解
説

し
た
り
、
た
だ
乗
り
事
業
者

防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
各
種

イ
ベ
ン
ト
で
容
リ
協
ブ
ー
ス

を
お
見
か
け
の
際
は
、
ぜ
ひ

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。


